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年では、装置の小型化によって装置の稼動状況を示す自動
警報装置も小さくなり、また色合いも薄暗く、周囲からは視
認しにくいものも散見されます。
　エックス線被ばく事故はほぼ毎年のように発生しており、
その大半がヒューマンエラーに起因しております。使用者が
エックス線装置の稼働状況をよく確認しないまま管理区域
内に体やその一部を入れてしまうことで被ばく事故に繋が
っております。車と同様に装置のハード面の進歩は目を見
張るものがある一方で、ソフト面の充実・拡大がより一層重
要になってきております。装置の自動化や安全性向上は、
過信という副産物を生み、いざというときに対応出来ない
状況に陥る危険性もございます。そのためエックス線装置
のユーザーは安全教育を定期的に受講することで安全に対
する意識の維持向上を図り、さらに現場での実機を用いた
KYT（危険予知トレーニング）や緊急時対応の訓練を実施
し、いざというときに適切な判断と行動がとれるようにして
おくことが肝要です。
　丁度、この原稿を執筆している2025年10月末に電離則
の改正が公示されました。改正のポイントは、特別教育の
拡充・安全対策の強化・作業主任者の職務拡充です。これ
まで特別教育の対象は、対象業務が「透過写真撮影の業
務」に限定されておりましたが、今改正ではエックス線装置
を取り扱う業務全体に拡大されました。また工業用等特定
エックス線装置（定格電圧10 kV以上の非密閉型装置）の
全てについて、自動警報装置や安全装置（インターロックや
安全ロックキー等）の設置も義務化されました。さらに現場
で選任されるエックス線作業主任者の職務においても作業
方法の決定や従事者への指揮などが追加されました。この
ように今改正により、ハード・ソフトの両面で安全のための
措置が強化され、被ばく事故やヒヤリハットの低減につな
がることが期待されます。しかしながら、エックス線装置は
多種多様であり、型式、事業場、業界によって様々なルール、
使い方や慣習などが異なります。今回の改正が現場の実情
に合致し、かつより実効性のあるものにするために今一度、
関係者の皆様で一緒に原点である現場に足を運んでみて
はいかがでしょうか？

　エックス線は医療、工業、農業などを始め様々な分野で
利用されています。大学や研究所などの研究機関において
は、生体分子の構造解析や試料分析、生体の撮影・照射な
ど目的に応じて多様なタイプのエックス線装置が利用され
ており、時代と共に装置の小型化や安全性が進歩しており
ます。私が大学院生の頃の照射装置は細胞用のものでも業
務用の大型冷蔵庫ほどの大きさでありましたが、現在市販
されているものは家庭用小型冷蔵庫ほどものが多くなって
きています。またタッチパネル式が普及しつつあり、操作面
においても簡便性に優れたものが増えております。
　エックス線装置を管理区域の観点からみますと、管理区
域が装置内部に限定され、かつ使用時にはインターロック
（装置扉などのガードが閉じていない限りエックス線装置の
電源が入らないセーフティロックシステム）などの安全機構
により装置内への侵入が不可となり、被ばくしないことを前
提とした密閉型タイプと管理区域が装置の外側に広がり、
被ばくの恐れがある非密閉型タイプに分けることが出来ま
す。近年、市販されているエックス線装置の大半は、インタ
ーロックやエックス線発生時に点灯する自動警報装置など
が備え付けられており、操作マニュアルに忠実に従い使用
する限りにおいては非密閉型装置であっても被ばくしない
安全設計になっております。しかしながら過去に製造され
たエックス線装置の中には、インターロックを解除した状態
で使用可能なもの、安全装置がないあるいは安全装置があ
ってもエックス線装置本体と連動していないものもあり、そ
れらが現在も利用されている状況がございます。さらに近
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　6月2日はローズの
日です。横浜市都筑
区に事務所を置き、
ブルガリア共和国の

バラ（ブルガリアンローズ）の普及を目指し
て、研究・文化など交流を行う一般社団法
人ブルガリアンローズ文化協会が定めま
した。日付はバラの咲く時期の「ロ（6）―
ズ（2）」と読む語呂合わせ。ブルガリアで
はバラの収穫を祝う感謝祭が6月初旬に

行われ、その文化を日本でも広く定着させ
てバラの花のもとに人々 が集い、温かい平
和な世の中のなることを願って記念日とし
たそうです。ブルガリアの春にバラの谷に
咲くダマスクローズ（学名：ロサ・ダマスケ
ナ）は、世界で最も香りが豊かなバラとさ
れ、花香の女王「ブルガリアンローズ」と
呼ばれています。バラの咲く時期にブルガ
リアへ行ってみたいものです。きっと豊か
な気持ちになるでしょう。　　       （M.I.）

プロフィール●2000年東京大学大学院医学系研究科生体物理医学
専攻修了し、学位取得（医学博士）。同年、東京大学医学部助手とし
て採用され、放射線生物学の研究や教育に従事。主な研究テーマは
放射線細胞応答のシグナル伝達制御機構と増感への応用。2005年
より同大学医学部附属病院、2014年より同医学部の選任放射線取
扱主任者として放射線管理に従事。2026年4月より現職。
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お   願  い 報告書の保管について 〔お問い合わせ：お客様サポートセンター〕
Tel.029-839-3322　Fax.029-836-8440

　個人被ばく線量の測定値・算定値の保存期間
は、電離放射線障害防止規則において30年間、
放射性同位元素等規制法においては永久保存
と定められています。（５年経過後の一部特例を
除く）
　報告書が届きましたら、線量をご確認してい
ただき、着用を中止された方、退職された方の
分も含め、「外部被ばく線量測定算定報告書」は

それぞれの事業所で大切に保存してください。
また、報告書の紛失等により再発行が必要な場
合は弊社までご連絡ください。但し、再発行に
つきましては別途発行手数料が発生しますので、
何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

〈再発行手数料〉
基本料金2,000円＋報告数(バッジ毎)×10円
※別途消費税

第63回アイソトープ・
放射線研究発表会

【会 期】　2026年7月8日（水）～10日（金）
【会 場】　日本科学未来館７階未来館ホールほか
　　　　　（東京・お台場）
【参加費・登録期間】
一般：❶前期登録7,000円（税込）
　　　　4月13日（月）～6月12日（金）12時
　　　❷後期登録 9,000円（税込）
　　　　6月22日（月）～7月10日（金）
　　　　学生：無料
主催：（公社）日本アイソトープ協会
◆一般発表（口頭およびポスター）
◆特別講演・パネル討論 ◆招待講演
◆機器展示 ◆ランチョンセミナー 他
詳しくは、大会Webサイトをご覧ください。

https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2026
【問合せ先】
アイソトープ・放射線研究発表会 事務局

（日本アイソトープ協会内 学術振興部学術課）
TEL. 03-5395-8081
E-mail happyokai@jrias.or.jp

お知らせ

皆様のご参加をお待ちしています。
*企画内容は予告なく変更になる場合がございます。

　世界情勢の不安定化により、経済・物流をはじめ
私たちの生活や業務にも影響が及んでおりますが、
当社は引き続き安定したサービスと確かな商品・情
報の提供に努めてまいります。
　去る3月19日の定時株主総会にて、浅川哲也の
後任として代表取締役社長に就任いたしました
内田龍一でございます。長瀬産業では製薬事業や
北米を中心とした海外事業に携わり、当社には
2025年4月より常務取締役として勤務してまいり
ました。
　近年はAI技術が急速に進化し、医療機関を含
む多様な分野で活用が進んでおります。当社にお
いてもデジタル技術を適切に取り入れ、より迅速で
利便性の高いサービスを実現すべく取り組んでま
いります。
　今後も皆様のご期待にお応えできるよう社業に
専心いたしますので、変わらぬご指導ご鞭撻のほ
どお願い申し上げます。

社長就任の挨拶

代表取締役社長
内田 龍一
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IAEA の国際共同研究
　国際原子力機関（IAEA）に
は、特定課題について各国が
共同で研究を進める CRP（Co-
ordinated Research P ro-
ject）が設けられており、食品
照射分野でも多様なテーマが
扱われてきました（表）。これら

を見ると、調理済み食品やカット野菜など、非加熱
で食される食品に対する「微生物制御（衛生化）」と、
生鮮物を対象とした「植物検疫処理」が主要な研究
領域であったことが分かります。
　植物検疫については、CRP による多種害虫のデー
タ蓄積を背景に、温度処理や薬剤処理に先行して国
際基準化が進められました。植物検疫処理基準を定
めた ISPM28 付属書では、2026 年 3月現在、46 本の
処理基準のうち23本を照射処理が占めています。地
球温暖化による病害虫リスクの拡大が懸念される中、
検疫処理の国際基準の拡充は重要であり、現行 
CRP では複数害虫に
適用できる「ジェネリック
線量（Generic Dose）」
の設定が検討されてい
ます。
　さらに近年は、コバ
ルト60に代わり、電子
線・X線といった機械
線源を用いる照射技術
の研究が進み、IAEA 
からはその応用データ
や線量評価手法が公
表されています。現在
は、より低エネルギーの電子線（LEEB）・X線（LEEX）
を食品衛生管理や植物検疫に応用する CRP（D61025、
2021～2026 年）が進行中で、殻付き卵、肉類、野菜、
乾燥ハーブなどを対象に、食品工場での「インライ
ン・インハウス処理」の実現を目指した線量測定、シ
ミュレーション、必要線量、品質影響、受容性等の
検討が行われています。
IAEA の地域技術協力プロジェクト
　IAEA の技術協力（TC）プログラムでは、アジア・
大洋州地域協力協定（RCA）の枠組みを通じ、食品
照射の普及と高度化を目的とした活動が続けられて
います。この枠組みは研究開発を目的とするもので
はなく、各国の情報交換や相互協力を重視した技術

援助で、2020～23 年には電子線・X線の実装と普及
をテーマとするプロジェクトが 19 か国で実施されまし
た。筆者も情報収集目的で参加しました。
　参加国の状況は幅広く、前回紹介のオーストラリ
アのように実用化が進む国もあれば、食品安全規制
が未整備の国もあります。日本や韓国の技術水準は
高いものの、社会的受容が進まず実用化が停滞して
いる点が特徴的です。RCA プロジェクトは、各国の
多様なニーズを束ね、経験や課題を共有することで、
地域内の技術格差を縮小する役割を果たしています。
おわりに（日本の今後に向けて）
　日本では 1973 年に世界に先駆けてジャガイモの
芽どめ照射を実用化し、1974～2022 年まで端境期
の安定供給に貢献しましたが、現在、照射事業は終
了しており、国内で照射食品の流通はありません。香
辛料など他品目への利用拡大も検討されたものの、
食品衛生法の「原則禁止（ジャガイモのみ例外）」の
改正議論に至るまでの強いニーズは顕在化せず、研
究者層も限られていることから、技術や知識の継承

が課題となっています。
　海外では、食品照射
は食中毒対策や植物
検疫の手段として重視
され、貿易や食料安全
保障を支える技術とし
て利用が拡大していま
す。国内の実用化が停
滞している状況であっ
ても、必要時に活用で
きるよう、継続的な情
報収集と基盤技術の
維持は重要です。

　日本アイソトープ協会では、2020～23年食品照
射専門委員会を設置し、前項で紹介したIAEAのプ
ロジェクト等の情報共有を行い、技術背景、規制、
安全性、国際基準、線量測定、低エネルギー電子線
技術など、幅広い論点を整理した資料※を取りまと
めてきました。今後も IAEA の国際共同研究や地域
協力枠組への参加を通じ、最新動向の把握と次世
代育成を進めていくことが求められます。

NLだより　2026年6月・No.582 NLだより　2026年6月・No.582

〔シリーズ3〕食品照射の最新動向

等々力 節子国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門

IAEAの国際協力活動と我が国の展望

※日本アイソトープ協会の参考資料
〇食品照射の最前線～研究者が解説するQ＆A～
　https://www.jrias.or.jp/report/cat1/307.html
〇食品照射実践マニュアル ～食品衛生や植物検疫などへの
　適正な利用のために～
　https://www.jrias.or.jp/report/cat1/315.html

　前回は文化財の損傷についてお話しましたが、今回はX
線を用いた文化財の内部構造調査事例についてご紹介しま
す。文化財は適切に保存していても、物質であるが故に損
傷を免れることはできず、損傷してしまうと展示することが
できないのは前回お話した通りです。損傷した文化財は、
動かす、移動させること自体がさらなる損傷のリスクとなり、
場合によっては展示することもできません。また、素材によ
ってはそのまま動かさず収蔵しているだけでも劣化が進行
していくことさえあります。文化財の状態を維持し保存して
いくためには、文化財の劣化状態を把握し適切な対処をす
る必要がありますが、文化財の劣化というのは必ずしも表
面から始まるわけではなく、目
視では見えない内部から損傷
が発生することもあります。
　文化財を後世に残すために
は、こうした未知の損傷をいち
早く既知のものとし、対策と予
防をする必要がありますが、そ
こで利用されるのがX線CT撮
影（以下CT）です。CTは人が
怪我をして病院で検査する際
や健康診断でおなじみの、X
線透過撮影（レントゲン撮影）
が発展した調査方法です。X線
透過撮影が一方向の奥行情報
を圧縮した一枚の画像となり、
画像から構造の前後関係を把
握することが難しいのに対し、
CTはその透過撮影を撮影対
象の360度様々な方向から行
い、得られた情報をコンピュー
タで再構築し立体的なデータ
とすることで３次元的に構造を
把握することができます。
　文化財は展示や作品の移動
を伴う作業の前後に目視によ
る状態確認をすることが多く、その際に損傷を発見すること
になります。塗膜の割れや浮き、虫害やカビ、立体物であれ
ばヒビや部材の剥離、金属の錆びなど素材や構造によって
さまざまな症状があり、発見された損傷は、表面付近のみの
損傷なのか、内部の損傷が表面に及んでいるのか目視では
判断できない場合が多いです。

〔第2回〕文化財のCT調査
博物館事業におけるX線の利用

宮田 将寛東京国立博物館 学芸研究部保存科学課予測保存研究室 専門職

画像2 木彫像のCT断面画像例

　こちらの画像（画像１）は塑造作品の調査事例です。作品
の貸し出し依頼があった際、表面に目視でヒビが確認され
たため、内部調査をしました。作品内部の台座との接続方
法や、制作時の芯棒の痕跡が見て取れ、内部に多数のヒビ
が確認できます。確認の結果、見えているヒビは内部で固
定されており、ヒビがこれ以上進行することはないと判断さ
れたものの、作品移動時の振動など、作品への負荷による
損傷を懸念し遠方への移動を控えることになりました。こ
の事例では修理をするまでには至りませんでしたが、文化
財の損傷の度合いによっては、修理をしなければ活用する
ことができないため、処置を行う必要が出てきます。　

　仏像などの木造彫刻のCTの
場合では、表面付近の虫害や、
木材の割れが内部のどこまで
及んでいるのかなど損傷の程
度を確認することができ、さら
には、その像が一つの木から彫
られているか、いくつかの部材
を繋ぎ合わせて彫られているか
など、部材の状態から制作方
法、組み立ての順序なども推定
することが可能です。損傷がひ
どく修理の際に解体が必要に
なると、こうした情報から解体
の際にできるだけ作品を傷つけ
ないように処置する方法や具体
的な修理作業の検討を行うこ
とができます。
　画像（画像２）は木彫像の断
面画像の一例です。胴体が一
木で作られており、材を前後に
割った後に

うちぐ

内繰りと呼ばれる木
の内部をくりぬく技法が確認で
きます。内繰りは、木材が塊の
状態だと芯部と表面の乾燥度
合の違いにより割れてしまうこ

とを防ぎ重量を軽くするために行いますが、この事例では
丁寧に内繰りを施そうとしたが故に、一部で木が薄くなりす
ぎていることが確認できました。こうした脆弱な個所を持
つなどして局所的に強い力が加わると、穴が開いたりヒビが
入ることが予想されるため、取り扱いに注意が必要である
ことがわかりました。

画像1 藤川勇造作「マドモアゼル・スザンヌ」CT調査画像
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IAEA の国際共同研究
　国際原子力機関（IAEA）に
は、特定課題について各国が
共同で研究を進める CRP（Co-
ordinated Research P ro-
ject）が設けられており、食品
照射分野でも多様なテーマが
扱われてきました（表）。これら

を見ると、調理済み食品やカット野菜など、非加熱
で食される食品に対する「微生物制御（衛生化）」と、
生鮮物を対象とした「植物検疫処理」が主要な研究
領域であったことが分かります。
　植物検疫については、CRP による多種害虫のデー
タ蓄積を背景に、温度処理や薬剤処理に先行して国
際基準化が進められました。植物検疫処理基準を定
めた ISPM28 付属書では、2026 年 3月現在、46 本の
処理基準のうち23本を照射処理が占めています。地
球温暖化による病害虫リスクの拡大が懸念される中、
検疫処理の国際基準の拡充は重要であり、現行 
CRP では複数害虫に
適用できる「ジェネリック
線量（Generic Dose）」
の設定が検討されてい
ます。
　さらに近年は、コバ
ルト60に代わり、電子
線・X線といった機械
線源を用いる照射技術
の研究が進み、IAEA 
からはその応用データ
や線量評価手法が公
表されています。現在
は、より低エネルギーの電子線（LEEB）・X線（LEEX）
を食品衛生管理や植物検疫に応用する CRP（D61025、
2021～2026 年）が進行中で、殻付き卵、肉類、野菜、
乾燥ハーブなどを対象に、食品工場での「インライ
ン・インハウス処理」の実現を目指した線量測定、シ
ミュレーション、必要線量、品質影響、受容性等の
検討が行われています。
IAEA の地域技術協力プロジェクト
　IAEA の技術協力（TC）プログラムでは、アジア・
大洋州地域協力協定（RCA）の枠組みを通じ、食品
照射の普及と高度化を目的とした活動が続けられて
います。この枠組みは研究開発を目的とするもので
はなく、各国の情報交換や相互協力を重視した技術

援助で、2020～23 年には電子線・X線の実装と普及
をテーマとするプロジェクトが 19 か国で実施されまし
た。筆者も情報収集目的で参加しました。
　参加国の状況は幅広く、前回紹介のオーストラリ
アのように実用化が進む国もあれば、食品安全規制
が未整備の国もあります。日本や韓国の技術水準は
高いものの、社会的受容が進まず実用化が停滞して
いる点が特徴的です。RCA プロジェクトは、各国の
多様なニーズを束ね、経験や課題を共有することで、
地域内の技術格差を縮小する役割を果たしています。
おわりに（日本の今後に向けて）
　日本では 1973 年に世界に先駆けてジャガイモの
芽どめ照射を実用化し、1974～2022 年まで端境期
の安定供給に貢献しましたが、現在、照射事業は終
了しており、国内で照射食品の流通はありません。香
辛料など他品目への利用拡大も検討されたものの、
食品衛生法の「原則禁止（ジャガイモのみ例外）」の
改正議論に至るまでの強いニーズは顕在化せず、研
究者層も限られていることから、技術や知識の継承

が課題となっています。
　海外では、食品照射
は食中毒対策や植物
検疫の手段として重視
され、貿易や食料安全
保障を支える技術とし
て利用が拡大していま
す。国内の実用化が停
滞している状況であっ
ても、必要時に活用で
きるよう、継続的な情
報収集と基盤技術の
維持は重要です。

　日本アイソトープ協会では、2020～23年食品照
射専門委員会を設置し、前項で紹介したIAEAのプ
ロジェクト等の情報共有を行い、技術背景、規制、
安全性、国際基準、線量測定、低エネルギー電子線
技術など、幅広い論点を整理した資料※を取りまと
めてきました。今後も IAEA の国際共同研究や地域
協力枠組への参加を通じ、最新動向の把握と次世
代育成を進めていくことが求められます。
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〔シリーズ3〕食品照射の最新動向

等々力 節子国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門

IAEAの国際協力活動と我が国の展望

※日本アイソトープ協会の参考資料
〇食品照射の最前線～研究者が解説するQ＆A～
　https://www.jrias.or.jp/report/cat1/307.html
〇食品照射実践マニュアル ～食品衛生や植物検疫などへの
　適正な利用のために～
　https://www.jrias.or.jp/report/cat1/315.html

　前回は文化財の損傷についてお話しましたが、今回はX
線を用いた文化財の内部構造調査事例についてご紹介しま
す。文化財は適切に保存していても、物質であるが故に損
傷を免れることはできず、損傷してしまうと展示することが
できないのは前回お話した通りです。損傷した文化財は、
動かす、移動させること自体がさらなる損傷のリスクとなり、
場合によっては展示することもできません。また、素材によ
ってはそのまま動かさず収蔵しているだけでも劣化が進行
していくことさえあります。文化財の状態を維持し保存して
いくためには、文化財の劣化状態を把握し適切な対処をす
る必要がありますが、文化財の劣化というのは必ずしも表
面から始まるわけではなく、目
視では見えない内部から損傷
が発生することもあります。
　文化財を後世に残すために
は、こうした未知の損傷をいち
早く既知のものとし、対策と予
防をする必要がありますが、そ
こで利用されるのがX線CT撮
影（以下CT）です。CTは人が
怪我をして病院で検査する際
や健康診断でおなじみの、X
線透過撮影（レントゲン撮影）
が発展した調査方法です。X線
透過撮影が一方向の奥行情報
を圧縮した一枚の画像となり、
画像から構造の前後関係を把
握することが難しいのに対し、
CTはその透過撮影を撮影対
象の360度様々な方向から行
い、得られた情報をコンピュー
タで再構築し立体的なデータ
とすることで３次元的に構造を
把握することができます。
　文化財は展示や作品の移動
を伴う作業の前後に目視によ
る状態確認をすることが多く、その際に損傷を発見すること
になります。塗膜の割れや浮き、虫害やカビ、立体物であれ
ばヒビや部材の剥離、金属の錆びなど素材や構造によって
さまざまな症状があり、発見された損傷は、表面付近のみの
損傷なのか、内部の損傷が表面に及んでいるのか目視では
判断できない場合が多いです。

〔第2回〕文化財のCT調査
博物館事業におけるX線の利用

宮田 将寛東京国立博物館 学芸研究部保存科学課予測保存研究室 専門職

画像2 木彫像のCT断面画像例

　こちらの画像（画像１）は塑造作品の調査事例です。作品
の貸し出し依頼があった際、表面に目視でヒビが確認され
たため、内部調査をしました。作品内部の台座との接続方
法や、制作時の芯棒の痕跡が見て取れ、内部に多数のヒビ
が確認できます。確認の結果、見えているヒビは内部で固
定されており、ヒビがこれ以上進行することはないと判断さ
れたものの、作品移動時の振動など、作品への負荷による
損傷を懸念し遠方への移動を控えることになりました。こ
の事例では修理をするまでには至りませんでしたが、文化
財の損傷の度合いによっては、修理をしなければ活用する
ことができないため、処置を行う必要が出てきます。　

　仏像などの木造彫刻のCTの
場合では、表面付近の虫害や、
木材の割れが内部のどこまで
及んでいるのかなど損傷の程
度を確認することができ、さら
には、その像が一つの木から彫
られているか、いくつかの部材
を繋ぎ合わせて彫られているか
など、部材の状態から制作方
法、組み立ての順序なども推定
することが可能です。損傷がひ
どく修理の際に解体が必要に
なると、こうした情報から解体
の際にできるだけ作品を傷つけ
ないように処置する方法や具体
的な修理作業の検討を行うこ
とができます。
　画像（画像２）は木彫像の断
面画像の一例です。胴体が一
木で作られており、材を前後に
割った後に

うちぐ

内繰りと呼ばれる木
の内部をくりぬく技法が確認で
きます。内繰りは、木材が塊の
状態だと芯部と表面の乾燥度
合の違いにより割れてしまうこ

とを防ぎ重量を軽くするために行いますが、この事例では
丁寧に内繰りを施そうとしたが故に、一部で木が薄くなりす
ぎていることが確認できました。こうした脆弱な個所を持
つなどして局所的に強い力が加わると、穴が開いたりヒビが
入ることが予想されるため、取り扱いに注意が必要である
ことがわかりました。

画像1 藤川勇造作「マドモアゼル・スザンヌ」CT調査画像
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年では、装置の小型化によって装置の稼動状況を示す自動
警報装置も小さくなり、また色合いも薄暗く、周囲からは視
認しにくいものも散見されます。
　エックス線被ばく事故はほぼ毎年のように発生しており、
その大半がヒューマンエラーに起因しております。使用者が
エックス線装置の稼働状況をよく確認しないまま管理区域
内に体やその一部を入れてしまうことで被ばく事故に繋が
っております。車と同様に装置のハード面の進歩は目を見
張るものがある一方で、ソフト面の充実・拡大がより一層重
要になってきております。装置の自動化や安全性向上は、
過信という副産物を生み、いざというときに対応出来ない
状況に陥る危険性もございます。そのためエックス線装置
のユーザーは安全教育を定期的に受講することで安全に対
する意識の維持向上を図り、さらに現場での実機を用いた
KYT（危険予知トレーニング）や緊急時対応の訓練を実施
し、いざというときに適切な判断と行動がとれるようにして
おくことが肝要です。
　丁度、この原稿を執筆している2025年10月末に電離則
の改正が公示されました。改正のポイントは、特別教育の
拡充・安全対策の強化・作業主任者の職務拡充です。これ
まで特別教育の対象は、対象業務が「透過写真撮影の業
務」に限定されておりましたが、今改正ではエックス線装置
を取り扱う業務全体に拡大されました。また工業用等特定
エックス線装置（定格電圧10 kV以上の非密閉型装置）の
全てについて、自動警報装置や安全装置（インターロックや
安全ロックキー等）の設置も義務化されました。さらに現場
で選任されるエックス線作業主任者の職務においても作業
方法の決定や従事者への指揮などが追加されました。この
ように今改正により、ハード・ソフトの両面で安全のための
措置が強化され、被ばく事故やヒヤリハットの低減につな
がることが期待されます。しかしながら、エックス線装置は
多種多様であり、型式、事業場、業界によって様々なルール、
使い方や慣習などが異なります。今回の改正が現場の実情
に合致し、かつより実効性のあるものにするために今一度、
関係者の皆様で一緒に原点である現場に足を運んでみて
はいかがでしょうか？

　エックス線は医療、工業、農業などを始め様々な分野で
利用されています。大学や研究所などの研究機関において
は、生体分子の構造解析や試料分析、生体の撮影・照射な
ど目的に応じて多様なタイプのエックス線装置が利用され
ており、時代と共に装置の小型化や安全性が進歩しており
ます。私が大学院生の頃の照射装置は細胞用のものでも業
務用の大型冷蔵庫ほどの大きさでありましたが、現在市販
されているものは家庭用小型冷蔵庫ほどものが多くなって
きています。またタッチパネル式が普及しつつあり、操作面
においても簡便性に優れたものが増えております。
　エックス線装置を管理区域の観点からみますと、管理区
域が装置内部に限定され、かつ使用時にはインターロック
（装置扉などのガードが閉じていない限りエックス線装置の
電源が入らないセーフティロックシステム）などの安全機構
により装置内への侵入が不可となり、被ばくしないことを前
提とした密閉型タイプと管理区域が装置の外側に広がり、
被ばくの恐れがある非密閉型タイプに分けることが出来ま
す。近年、市販されているエックス線装置の大半は、インタ
ーロックやエックス線発生時に点灯する自動警報装置など
が備え付けられており、操作マニュアルに忠実に従い使用
する限りにおいては非密閉型装置であっても被ばくしない
安全設計になっております。しかしながら過去に製造され
たエックス線装置の中には、インターロックを解除した状態
で使用可能なもの、安全装置がないあるいは安全装置があ
ってもエックス線装置本体と連動していないものもあり、そ
れらが現在も利用されている状況がございます。さらに近
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えのもと あつし
近畿大学 原子力研究所 准教授

　6月2日はローズの
日です。横浜市都筑
区に事務所を置き、
ブルガリア共和国の

バラ（ブルガリアンローズ）の普及を目指し
て、研究・文化など交流を行う一般社団法
人ブルガリアンローズ文化協会が定めま
した。日付はバラの咲く時期の「ロ（6）―
ズ（2）」と読む語呂合わせ。ブルガリアで
はバラの収穫を祝う感謝祭が6月初旬に

行われ、その文化を日本でも広く定着させ
てバラの花のもとに人々 が集い、温かい平
和な世の中のなることを願って記念日とし
たそうです。ブルガリアの春にバラの谷に
咲くダマスクローズ（学名：ロサ・ダマスケ
ナ）は、世界で最も香りが豊かなバラとさ
れ、花香の女王「ブルガリアンローズ」と
呼ばれています。バラの咲く時期にブルガ
リアへ行ってみたいものです。きっと豊か
な気持ちになるでしょう。　　       （M.I.）

プロフィール●2000年東京大学大学院医学系研究科生体物理医学
専攻修了し、学位取得（医学博士）。同年、東京大学医学部助手とし
て採用され、放射線生物学の研究や教育に従事。主な研究テーマは
放射線細胞応答のシグナル伝達制御機構と増感への応用。2005年
より同大学医学部附属病院、2014年より同医学部の選任放射線取
扱主任者として放射線管理に従事。2026年4月より現職。
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お   願  い 報告書の保管について 〔お問い合わせ：お客様サポートセンター〕
Tel.029-839-3322　Fax.029-836-8440

　個人被ばく線量の測定値・算定値の保存期間
は、電離放射線障害防止規則において30年間、
放射性同位元素等規制法においては永久保存
と定められています。（５年経過後の一部特例を
除く）
　報告書が届きましたら、線量をご確認してい
ただき、着用を中止された方、退職された方の
分も含め、「外部被ばく線量測定算定報告書」は

それぞれの事業所で大切に保存してください。
また、報告書の紛失等により再発行が必要な場
合は弊社までご連絡ください。但し、再発行に
つきましては別途発行手数料が発生しますので、
何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

〈再発行手数料〉
基本料金2,000円＋報告数(バッジ毎)×10円
※別途消費税

第63回アイソトープ・
放射線研究発表会

【会 期】　2026年7月8日（水）～10日（金）
【会 場】　日本科学未来館７階未来館ホールほか
　　　　　（東京・お台場）
【参加費・登録期間】
一般：❶前期登録7,000円（税込）
　　　　4月13日（月）～6月12日（金）12時
　　　❷後期登録 9,000円（税込）
　　　　6月22日（月）～7月10日（金）
　　　　学生：無料
主催：（公社）日本アイソトープ協会
◆一般発表（口頭およびポスター）
◆特別講演・パネル討論 ◆招待講演
◆機器展示 ◆ランチョンセミナー 他
詳しくは、大会Webサイトをご覧ください。

https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jrias2026
【問合せ先】
アイソトープ・放射線研究発表会 事務局

（日本アイソトープ協会内 学術振興部学術課）
TEL. 03-5395-8081
E-mail happyokai@jrias.or.jp

お知らせ

皆様のご参加をお待ちしています。
*企画内容は予告なく変更になる場合がございます。

　世界情勢の不安定化により、経済・物流をはじめ
私たちの生活や業務にも影響が及んでおりますが、
当社は引き続き安定したサービスと確かな商品・情
報の提供に努めてまいります。
　去る3月19日の定時株主総会にて、浅川哲也の
後任として代表取締役社長に就任いたしました
内田龍一でございます。長瀬産業では製薬事業や
北米を中心とした海外事業に携わり、当社には
2025年4月より常務取締役として勤務してまいり
ました。
　近年はAI技術が急速に進化し、医療機関を含
む多様な分野で活用が進んでおります。当社にお
いてもデジタル技術を適切に取り入れ、より迅速で
利便性の高いサービスを実現すべく取り組んでま
いります。
　今後も皆様のご期待にお応えできるよう社業に
専心いたしますので、変わらぬご指導ご鞭撻のほ
どお願い申し上げます。

社長就任の挨拶

代表取締役社長
内田 龍一


